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○ 札幌市都市計画法施行条例 

平成 15 年 3 月 5 日 

条 例 第 1 4 号 

 

（趣旨） 

第1条 この条例は、都市計画法（昭和43年法律第100号。以下「法」という。）に基づく許可等の申請に対する審査

等に係る手数料に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

（手数料） 

第2条 別表に掲げる許可、承認または交付の申請をしようとする者は、その申請の際に同表に定める手数料を納付し

なければならない。 

2 市長は、特別の事由により必要があると認める場合は、前項の手数料を減額し、又は免除することができる。 

3 既納の手数料は、申請事項を変更し、又は申請を取り消すことがあっても、これを還付しない。 

 

附 則 

（施行期日） 

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。 

2 札幌市証明等手数料条例(昭和21年条例第15号)の一部改正〔省略〕 

附 則(平成19年条例第39号) 

（施行期日） 

 この条例は、平成19年11月30日から施行する。 

 

別表 （省略） 
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○ 札幌市都市計画法施行細則 

昭和 47 年 4 月 1 日 

規 則 第 7 6 号 

改正 昭和60年 4 月規則第14号 

平成 5 年 6 月規則第33号 

平成 6 年 9 月規則第53号 

平成12年 3 月規則第46号 

平成12年12月規則第81号 

平成15年 3 月規則第 9 号 

平成19年11月規則第60号 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、都市計画法（昭和４３年法律第１００号。以下「法」という。）の施行について、都市計画法施行

令（昭和４４年政令第１５８号。以下「政令」という。）及び都市計画法施行規則（昭和４４年建設省令第４９号。以

下「省令」という。）並びに札幌市都市計画法施行条例（平成１５年条例第１４号）に定めるもののほか、必要な事項

を定めるものとする。 

（障害物の伐除及び土地の試掘等の許可の申請） 

第２条 法第２６条第１項の規定による障害物の伐除又は土地の試掘等の許可を受けようとする者は、障害物の伐除及

び土地の試掘等の許可申請書（様式１）に、次の各号に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。 

  障害物の伐除又は土地の試掘等を行なおうとする場合において、当該障害物又は当該土地の所有者及び占有者が

障害物又は土地の試掘等について同意しないときは、その事情を記載した書面 

  位置図 

  計画平面図 

（身分証明書） 

第３条 法第２７条第１項及び第２項並びに法第８２条第２項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書（様式２）

とする。 

（開発行為許可申請書の添付図書） 

第４条 法第２９条の規定による許可（以下「開発許可」という。）を受けようとする者（以下この条において「申請者」

という。）は、法第３０条第１項に規定する開発行為の申請書に、同条第２項に規定する書面のほか、次に掲げる図書

（主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為又は住宅以外の建築物若しくは特

定工作物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは建設の用に供する目的で行う開発行為（開発区域の面積が１

ヘクタール以上のものを除く。）にあつては、 第４号から第６号までに掲げるものを除く。）を添えて市長に提出しな

ければならない。 

  当該開発区域内の土地及び工作物の登記事項証明書 

  当該開発区域及びその隣接区域の地番を明示した公図の写し 

  設計者の資格に関する申告書（様式３） 
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  宅地利用計画書（様式４） 

  申請者の資力及び信用に関する次に掲げる書類 

ア 所得税に関する納税証明書（法人にあつては、法人事業税に関する納税証明書） 

イ 財務諸表(法人に限る。) 

ウ 預金残高証明書（銀行その他から融資を受ける場合にあつては、預金残高証明書及び融資額証明書） 

エ 土地所有者との売買契約書の写し 

オ 工事契約書の写し及び工種別工事費を記載した書類 

カ 事業経歴書 

  工事施行者の能力に関する次に掲げる書類 

ア 工事経歴書 

イ 建設業法（昭和２４年法律第１００号）第３条第１項の許可を受けていることを証する書面 

  当該開発行為の設計に関する次の表に掲げる図面のうち、当該開発行為の目的に照らして市長が必要と認めるも

の 

図 面 の 種 類 明 示 す べ き 事 項 縮 尺 

求 積 図 開発区域、関連区域及び新設公共公益施設の求積計算式 1/1,000以上 

道 路 縦 断 面 図 距離、地盤高、計画高、切盛土高及びこう配 縦1/200以上、横1/500以上 

道 路 定 規 図 幅員別の定規図 1/50以上 

公 園 施 設 計 画 平 面 図 公園施設の配置、形状等 1/500以上 

工 作 物 詳 細 図 
工作物の種類、形状及び寸法（流末施設にあっては、種

類、形状、寸法及び水位高） 
1/50以上 

  当該開発行為の設計に関する計算書で市長が別に定めたもの 

  その他市長が必要と認める図書 

（設計説明書） 

第５条 省令第１６条第２項に規定する設計説明書は、設計説明書（様式５）とする。 

（公共施設の管理者等に関する協議の経過書） 

第６条 法第３０条第２項の協議の経過を示す書面は、公共施設の管理者等に関する協議の経過書（様式６）によるも

のとする。 

（開発行為の施行等同意書） 

第７条 省令第１７条第１項第３号に規定する法第３３条第１項第１４号の相当数の同意を得たことを証する書類は、

開発行為の施行等同意書（様式７）とする。 

（既存の権利者の届出） 

第８条 法第３４条第１３号（法第３５条の２第４項において準用する場合を含む。）の規定による届出をしようとする

者は、既存の権利者の届出書（様式８）を市長に提出しなければならない。 

（開発行為の許可又は不許可の通知） 

第９条 法第３５条第２項（法第３５条の２第４項において準用する場合を含む。）の規定による許可の通知は開発行為
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許可通知書（様式９）により、不許可の通知は開発行為不許可通知書（様式１０）により、それぞれ行うもとのする。 

（国等が行う開発行為に係る協議） 

第９条の２ 国の機関等（法第３４条の２第１項に規定する国の機関又は都道府県等をいう。以下同じ。）が同項の協議

を行おうとするときは、開発行為協議書（様式１０の２）に次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。 

  省令第１６条第２項に規定する図書 

  省令第１７条第１項第１号及び第２号に掲げる図書 

  第４条に規定する図書（第４号から第６号までに掲げるものを除く。） 

  法第３４条の２第２項において準用する法第３２条第１項の規定による同意を得たことを証する書面 

２ 前項第４号の同意を得たことを証する書面は、公共施設の管理者等に関する協議の経過書（様式６）によるものと

する。 

３ 市長は、第１項の協議が成立したときは、開発行為協議成立通知書（様式１０の３）により当該国の機関等に通知

するものとする。 

（工事着手届） 

第１０条 開発許可を受けた者は、当該許可に係る工事に着手したときは、遅滞なく、工事着手届（様式１１）に工事

工程表並びに農地転用の受理書及び許可書の写しを添えて市長に提出しなければならない。 

（変更の許可の申請） 

第１１条 法第３５条の２第１項の規定による開発行為の変更の許可を受けようとする者は、開発行為変更許可申請書

（様式１１の２）に開発行為変更概要書（様式１２）を添えて市長に提出しなければならない。 

（軽微な変更の届出） 

第１１条の２ 法第３５条の２第３項の規定による軽微な変更の届出をしようとする者は、開発行為変更届出書（様式

１２の２）を市長に提出しなければならない。 

（変更の協議） 

第１１条の３ 第９条の２の規定により協議が成立した場合において、国の機関等が法第３５条の２第４項において準

用する法第３４条の２第１項の規定による協議を行おうとするときは、開発行為変更協議書（様式１２の３）に開発

行為変更概要書（様式１２）を添えて市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の協議が成立したときは、開発行為変更協議成立通知書（様式１２の４）により当該国の機関等に通

知するものとする。 

（工事の中止） 

第１２条 開発許可を受けた者は、開発行為に関する工事を１月以上にわたつて中止しようとするときは、あらかじめ、

工事の中止届（様式１３）を市長に提出しなければならない。 

（工事完了の届出） 

第１３条 法第３６条第１項の規定による届出をしようとする者は、省令第２９条に規定する工事完了届出書又は公共

施設工事完了届出書に次の各号に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。 

  公共施設台帳図（様式１４） 

  本市が管理することとなる公共施設用地の分筆登記済書及び地積測量図 

  権利の移転登記に必要な書類 
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（工事完了の公告） 

第１４条 法第３６条第３項に規定する工事完了の公告は、札幌市公告式条例（昭和２５年条例第３４号）の定めると

ころにより、行なうものとする。 

 （工事完了公告前の建築等承認申請） 

第１４条の２ 法第３７条第１号の規定による承認を受けようとする者は、工事完了公告前の建築等承認申請書（様式

１４の２）に次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。 

  開発区域位置図 

  土地利用計画図 

  造成計画平面図 

  予定建築物等の配置図 

  予定建築物等の各階平面図 

  予定建築物等の立面図 

  その他市長が必要と認める図書 

２ 前項の規定による申請に対しては、工事完了公告前の建築等承認通知書（様式１４の３）又は工事完了公告前の建

築等不承認通知書（様式１４の４）により通知するものとする。 

（工事廃止の届出） 

第１５条 法第３８条の規定による開発行為に関する工事を廃止しようとする者は、省令第３２条に規定する開発行為

に関する工事の廃止の届出書に次の各号に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。 

  廃止の理由書 

  廃止時の工事の状況説明書及び工事の状況図 

  公共施設の機能の回復及び防災等の措置を記載した書類 

（市街化調整区域内における建築物の特例許可の申請） 

第１６条 法第４１条第２項ただし書の規定による許可を受けようとする者は、市街化調整区域内における建築物の特

例許可申請書（様式１５）に次の各号に掲げる図面を添えて市長に提出しなければならない。 

  省令第３４条第２項に規定する図面 

  建築物の各階平面図 

  建築物の立面図 

（予定建築物等以外の建築等の許可の申請） 

第１７条 法第４２条第１項ただし書の規定による許可を受けようとする者は、予定建築物等以外の建築等許可申請書

（様式１６）に前条各号に掲げる図面を添えて市長に提出しなければならない。 

２ 国の機関が法第４２条第２項の協議を行おうとするときは、予定建築物等以外の建築等協議書（様式１６の２）に

前条各号に掲げる図面を添えて市長に提出しなければならない。 

（建築物等の新築等の許可の申請） 

第１８条 法第４３条第１項の規定による許可を受けようとする者は、省令第３４条に規定する図書に第１６条第２号

及び第３号に掲げる図面を添えて市長に提出しなければならない。 
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２ 前項の規定による申請に対しては、建築物等の（新築・改築・用途の変更・新設）許可通知書（様式１７）又は建

築物等の（新築・改築・用途の変更・新設）不許可通知書（様式１８）により通知するものとする。 

３ 国の機関等が法第４３条第３項の協議を行おうとするときは、建築物等の（新築・改築・用途の変更・新設）協議

書（様式１８の２）に第１６条各号に掲げる図面を添えて市長に提出しなければならない。 

４ 市長は、前項の協議が成立したときは、建築物等の（新築・改築・用途の変更・新設）協議成立通知書（様式１８

の３）により当該国の機関等に通知するものとする。 

 （許可に基づく地位の承継の届出） 

第１９条 法第４４条の規定により被承継人が有していた地位を承継した者は、遅滞なく、開発（建築等）許可に基づ

く地位の承継届出書（様式１９）に承継の事由を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。 

（許可に基づく地位の承継承認の申請） 

第２０条 法第４５条の規定による承認を受けようとする者は、開発許可に基づく地位の承継の承認申請書（様式２０）

に次の各号に掲げる図書（主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為又は住宅

以外の建築物若しくは特定工作物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは建設の用に供する目的で行う開発行

為（開発区域の面積が１ヘクタール以上のものを除く。）にあつては、第３号に掲げるものを除く。）を添えて市長に

提出しなければならない。 

  当該開発区域内の土地の所有権その他当該開発行為に関する工事を施行する権原を取得したことを証する書類 

  省令第１６条第５項に規定する資金計画書 

  第４条第５号に規定する書類 

（開発登録簿） 

第２１条 省令第３６条に規定する開発登録簿は、開発登録簿（様式２１）とする。 

（都市計画施設等の区域内における建築の許可の申請） 

第２２条 法第５３条第１項の規定による許可を受けようとする者は、都市計画施設等の区域内における建築許可申請

書（様式２２）を市長に提出しなければならない。 

２ 前項に規定する申請書の提出があったときは、市長は都市計画施設等の区域内における建築許可通知書（様式２３）

又は都市計画施設等の区域内における建築不許可通知書（様式２４）により、それぞれ許可又は不許可の通知を行な

うものとする。 

（都市計画事業地内における建築等の許可の申請） 

第２３条 法第６５条第１項の規定による許可を受けようとする者は、都市計画事業地内建築等許可申請書（様式２５）

を市長に提出しなければならない。 

２ 前項に規定する申請書の提出があったときは、市長は都市計画事業地内建築等許可通知書（様式２６）又は都市計

画事業地内建築等不許可通知書（様式２７）により、それぞれ許可又は不許可の通知を行なうものとする。 

（開発行為又は建築に関する証明書等の交付の請求） 

第２４条 省令第６０条の規定による証明書等の交付を受けようとする者は、開発行為又は建築に関する証明書等交付

請求書（様式２８）を市長に提出しなければならない。 

（許可標識の掲示） 

第２５条 開発許可を受けた者は、当該許可に係る工事に着手したときは、遅滞なく、当該開発区域内の見やすい場所
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に、当該開発行為に関する工事完了の公告の日まで開発許可済標識（様式２９）を掲示しておかなければならない。 

（監督処分を行う場合の標識） 

第２６条 法第８１条第３項の標識は、都市計画法による命令の公示（様式３０）とする。 

（申請書等の提出部数） 

第２７条 法、政令、省令及びこの規則により市長に提出する書類の部数は、次の表に掲げるもののほかは２部とする。 

 

提 出 書 類 提 出 部 数 

既 存 の 権 利 者 の 届 出 書 

1 部 

工 事 着 手 届 

開 発 行 為 変 更 届 出 書 

工 事 の 中 止 届 

工 事 完 了 届 出 書 

公 共 施 設 工 事 完 了 届 出 書 

公 共 施 設 台 帳 

開 発 行 為 に 関 す る 工 事 の 廃 止 の 届 出 書 

開発(建築等)許可に基づく地位の承継届出書 

 

附則 

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。 

附則 （昭和60年規則第14号） ～ 附則 （平成17年規則第35号）省略 

附則 （平成19年規則第60号） 

この規則は、平成19年 11 月 30日から施行する。 

附則 （平成28年規則第15号） 

この規則は、平成28年 4 月1日から施行する。 

附則 （令和4年規則第60号） 

１ この規則は、令和4年 11 月30日から施行する。 

２ この規則の施行の際この規則による改正前の各規則の様式の規定に基づいて作成された用紙で現に印刷済みのもの

は、当分の間、必要な修正を加えて使用することができる。 
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○ 札幌市宅地開発要綱 

（昭和48年 7 月 1 日制 定） 

（昭和60年 4 月 1 日全部改正） 

（昭和63年 7 月 5 日一部改正） 

（平成 5 年 6 月25日一部改正） 

（平成 8 年 2 月 1 日全部改正） 

（平成10年 4 月 1 日一部改正） 

（平成11年 8 月 1 日一部改正） 

（平成19年11月30日一部改正） 

（平成23年8月1日一部改正） 

（平成29年4月1日一部改正） 

 

目次 

第1章 総則（第1条、第2条） 

第2章 開発事業計画（第3条～第10条） 

第3章 公共公益施設等 

第1節 道路（第11条～第18条） 

第2節 公園（第19条、第20条） 

第3節 下水道（第21条、第22条） 

第4節 水道（第23条、第24条） 

第5節 河川（第25条～第29条） 

第6節 消防水利（第30条、第31条） 

第7節 公益施設等（第32条、第33条） 

第4章 開発事業の手続（第34条～第38条） 

第5章 雑則（第39条） 

附則 

 

第1章 総則 

（目的） 

第1条 この要綱は、施行者が本市において開発事業を行う際に遵守し、又は尊重すべき公共公益施設の整備の基準及

び施行者が負担すべき内容等について本市が行う行政指導の指針を定めることにより、本市の特質を生かした良好な

開発事業を推進し、もって本市の計画的な街づくりの推進及び市民の福祉の増進に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

  開発事業 本市の都市計画区域内において施行する開発行為のうち、次に掲げるものをいう。 

ア 都市計画法（昭和43年法律第100号。以下「法」という。）第29条の許可を要するもの 
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イ 新住宅市街地開発法（昭和38年法律第134号）に基づくもの 

ウ 土地区画整理法（昭和 29 年法律第 119 号）第 3 条第 1 項及び第 2 項に規定するもの（都市計画事業の施行と

して行うものを除く。） 

  施行者 開発事業を施行する者をいう。 

  開発区域 開発事業を施行する区域をいう。 

  公共施設 道路、公園、下水道、水道、河川、水路及び消防水利をいう。 

  公益施設 教育施設、行政施設、医療施設、福祉施設、集会施設、駅舎、バスターミナル等の居住者の利便を図

る等のため地域に必要な施設をいう。 

  公共公益施設 公共施設及び公益施設をいう。 

  時価 地価公示価格、近隣地の売買価額等を勘案して本市が適当と認める価額をいう。 

  住区計画 札幌市住区整備基本計画（昭和48年7月1日策定）をいう。 

 

第2章 開発事業計画 

（開発事業計画の策定） 

第3条 施行者は、開発事業に係る公共施設等について本市が定める都市計画、住区計画等の計画及び本市が定める公

共施設の設計等に係る諸基準に従うとともに、既存の都市施設の能力を勘案し、環境の整備改善、交通の安全確保及

び災害の発生防止に十分配慮して開発事業の計画を策定するものとする。 

（地区計画等の導入） 

第 4 条 施行者は、開発事業の計画を策定するに当たっては、本市が地区計画等（都市計画法第 12 条の 4 第 1 項各号

に掲げるものをいう。以下同じ。）を推進している趣旨を尊重し、良好な居住環境の形成に努めるものとする。 

2 施行者は、開発区域の面積が3ヘクタール以上の開発事業を行うときは、地区計画等の導入等の住環境の保全のた

めの方策についてあらかじめ本市と協議するものとする。 

（東部地域開発基本計画の区域内における開発事業） 

第 5 条 施行者は、東部地域開発基本計画（昭和 49 年 9 月策定）の区域内で開発事業を行うときは、当該計画に適合

するよう開発事業の計画を策定するものとする。 

2 前項に規定する場合においては、あらかじめ、宅地の利用等について本市と協議するものとする。 

（防災設計図書の提出） 

第6条 施行者は、次に掲げる開発事業を行うときは、防災措置等に関する設計図書を本市に提出するものとする。 

  開発区域の面積が20ヘクタール以上のとき。 

  開発事業において長大なのり面（上端から下端までの長さがおおむね10メートルを超えるものをいう。）を造成

し、又は高盛土（高さがおおむね10メートルを超えるものをいう。）をするとき。 

  開発事業において、谷埋め型大規模盛土造成（盛土をした土地の面積が3000平方メートル以上、かつ地下水位が

盛土内部に侵入すると予想されるもの。）をし、又は腹付け型盛土造成（地盤面が 20 度以上の傾斜をなす土地で 5

ｍ以上の盛土を行うもの）をするとき。 

  その他市長が必要と認めるとき。 

（街区の規模） 
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第7条 施行者は、街区について、地形、日照、通風、採光及び予定される建築物の規模等を考慮し、原則として、長

辺の距離が80メートル以上140メートル以内で、かつ、短辺の距離が30メートル以上50メートル以内となるよう設

計するものとする。ただし、周辺の街区形成等から支障がないと認められた場合はこの限りではない。 

（宅地の規模等） 

第8条 施行者は、宅地の規模について、日照、積雪、予定される建築物の規模等を考慮し、第１種低層住居専用地域

においては165平方メートル以上、東部地域開発基本計画区域内においては180平方メートル以上となるよう設計す

るものとし、その他の土地においてはそれぞれの用途地域等の制限に照らし適正な規模を確保するものとする。 

2 施行者は、宅地について、冬期の除雪作業等を考慮し、道路に接する部分の長さを十分に確保するよう努めるもの

とする。 

（予定建築物の建築） 

第9条 施行者は、計画的な土地利用を図るため、開発事業において予定された建築物を建築するものとする。 

（自然の保存） 

第10条 施行者は、市民が自然を享受できるよう考慮し、現状の樹林、池沼等の自然的素材を生かすよう努めるものと

する。 

 

第3章 公共公益施設等 

第1節 道路 

（道路の配置及び設計） 

第11条 施行者は、開発区域内及びその周辺の道路について、土地利用に関する計画等との整合を図ると共に、車両及

び歩行者の交通動態を想定し、交通の機能、安全等に配慮して、後背地の利用に支障が生じないよう配置するものと

する。 

2 開発事業により設置する道路は、原則として既存公道に2か所以上取り付けるものとする。 

3 開発事業により設置する道路は、舗装するものとする。 

4 施行者は、道路の幅員、線形、勾配、断面等の道路の構造及びガードレール、標識等の施設の配置については、道

路の機能が十分発揮され、かつ、歩行者等の安全が確保されるよう設計するものとする。 

（開発区域に接する既存道路） 

第12条 施行者は、開発区域に接する既存道路のうち一以上のものについて、次のいずれにも該当する整備を行うもの

とする。 

  幅員9メートル（住宅の建築を目的とする開発事業にあっては8メートル）以上で整備すること。ただし、開発

区域の周辺の状況を勘案し、通行の安全上及び維持管理上支障がないと認められる場合については、幅員6メートル

以上とする。 

  開発区域に接する部分からいずれか一方の幅員9メートル（住宅の建築を目的とする開発事業にあっては8メー

トル）以上の既存公道との交差点に至る区間について整備すること。 

（取付け先道路） 

第 13 条 施行者は、開発事業により設置する道路が取付けられる既存公道について、次のいずれにも該当する整備を

行うものとする。 
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  開発事業により設置する道路の幅員以上の幅員で整備すること。ただし、開発区域の周辺の状況を勘案し、通行

の安全上及び維持管理上支障がないと認められる場合については、幅員6メートル以上とする。 

  少なくとも１か所の取付け部分からいずれか一方の幅員9メートル（住宅の建築を目的とした開発事業にあって

は8メートル）以上の既存公道との交差点に至る区間および当該取付け部分が存する既存公道が開発区域に接して

いる区間について整備すること。 

（街路灯の設置） 

第14条 施行者は、開発事業により道路を新設するときは、犯罪を防止し、及び通行の安全を確保するため、街路灯を

設置するものとする。 

（街路樹の植栽） 

第15条 施行者は、開発事業により道路を新設し、又は道路の拡幅等の整備を行う場合には、歩道幅員が3.5メートル

以上のものについて街路樹を植栽するものとする。ただし、歩道幅員が3.5メートル未満のものであっても、当該道

路の接続先の道路に既に連続して街路樹が植栽されている場合等、周囲の状況から街路樹を植栽することが適当であ

る場合には、これを行うものとする。 

（都市計画道路） 

第16条 施行者は、開発事業により都市計画道路内に道路を新設する場合において、開発区域面積に占める都市計画道

路の面積の割合が15パーセント未満であるときは、都市計画道路の境界から開発事業に必要な幅員の道路を配置する

ものとする。 

（住区計画道路） 

第17条 施行者は、開発区域内に住区計画で定める計画道路が存するときは、当該計画で定める線形、幅員に適合する

よう道路を配置するものとする。 

（道路に係る負担） 

第18条 施行者は、開発事業により新設し、又は拡幅等の整備を行った道路等について、次に掲げる負担をするものと

する。 

  開発事業により新設し、又は拡幅等の整備を行った道路については、当該道路の用地及び施設を本市に無償で引

き継ぐこと。 

  開発区域内の都市計画道路のうち、道路等として整備した部分以外の部分は、都市計画道路用地として確保し、

本市が必要とした時点で時価により本市に譲渡すること。 

 

第2節 公園 

（公園の確保） 

第 19 条 施行者は、開発事業により公園を設置するときは、500 平方メートル以上の面積を確保するものとする。ただ

し、既存の公園を拡大する方法で公園を設置するときは、この限りでない。 

2 前項本文に規定する公園は、その利用目的に適した形状、勾配とし、必要な施設を配置するものとする。 

（公園に係る負担） 

第20条 施行者は、開発事業により設置した公園について、公園の施設及び開発区域面積の3パーセントに相当する部

分の用地を本市に無償で引き継ぐものとし、開発区域面積の3パーセントを超える部分の用地を時価により本市に譲
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渡するものとする。ただし、次に掲げる建築計画による開発事業については、公園用地を本市に引き継がず、施行者

等が管理することができる（この場合、前条第1項の規定は適用しない）。 

  総合設計による建築計画（建築基準法（昭和25年法律第201号）第59条の2第1項の規定により特定行政庁が

許可するものをいう。） 

  総合的設計による一団地の建築計画（建築基準法第86条第1項の規定により特定行政庁が認定するものをいう。） 

  共同住宅の建築計画 

  業務用建築物（5ha以上）の建築計画 

2 前項ただし書の規定により公園用地を本市に引き継がないときは、本市と施行者等との間において公園の整備内容

等に関する協定書を取り交わすものとする。ただし、施行者が法第34条の2に規定する国又は都道府県等にあっては

この限りでない。 

 

 

 

第3節 下水道 

（下水道の設計） 

第21条 開発事業により設置する下水道の設計は、本市の公共下水道の計画に基づくものとする。 

2 開発事業により設置する下水道は、本市の公共下水道に接続するものとする。ただし、市長が接続することが困難

と認めたときは、この限りでない。 

（下水道に係る負担） 

第22条 施行者は、下水道について、次に掲げる負担をするものとする。 

  開発事業により設置した下水道（処理施設を除く。以下本号において同じ。）は、本市に無償で引き継ぎ、必要に

応じて、下水道を設置した土地について本市に地上権等を設定すること。 

  開発事業に伴い、本市が設置する主要な管渠の設置に要する費用のうち、本市が当該管渠の計画断面に基づいて

流量比等により算出した額を本市に納入すること。 

  開発事業により設置した下水道のうち処理施設を設置した下水道は、当該下水道が公共下水道に接続されるまで

の間、施行者が管理すること。 

  開発区域内の雨水流出は、「札幌市雨水流出抑制に関する指導要綱」に基づき、雨水流出を開発区域内で抑制する

ものとする。 

 

第4節 水道 

（給水の方法） 

第23条 開発事業により設置する水道は、原則として、本市水道事業の給水を受けるものとする。 

（水道に係る負担） 

第24条 施行者は、開発事業により設置し本市水道事業の給水を受ける水道を、原則として、本市に無償で引き継ぐも

のとする。 
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第5節 河川 

（河川改修計画への適合） 

第25条 施行者は、開発区域内又は開発区域に接して河川に係る改修計画が定められているときは、当該改修計画に適

合するよう開発事業の計画を策定するものとする。 

（河川に係る負担） 

第26条 施行者は、河川について、次に掲げる負担をするものとする。 

  開発区域内又は開発区域に接して河川に係る改修計画が定められているときは、当該改修計画に必要な用地を確

保して、河川管理者が必要とした時点で時価により本市等に譲渡すること。 

  必要に応じて防災上適当な措置を講じること。 

  河川の改修を行ったときは、原則として、改修を行った土地及び設置した河川管理施設を本市等に無償で引き継

ぐこと。 

（流出抑制施設の設計等） 

第27条 流出抑制施設の設計は、「流出抑制施設（雨水貯留池等）の設置基準」（平成15年2月28日建設局長決裁）等

によるものとする。 

2 昭和60年3月7日以後に市街化区域と定められた区域内又は市街化調整区域において開発事業を行なう場合は、原

則として、流出抑制施設（前項の「流出抑制施設（雨水貯留池等）の設置基準」第2条第4号の恒久施設をいう。）を

設置するものとする。 

（流出抑制施設に係る負担） 

第28条 施行者は、前条第2項の規定により設置した流出抑制施設について、原則として次に掲げる負担をするものと

する。 

  宅地分譲を目的とした開発事業で設置した流出抑制施設については、用地及び施設を本市に無償で引き継ぐもの

とする。 

  前号に掲げる流出抑制施設以外の流出抑制施設については、施行者が維持管理をするものとする。  

（水質の保全） 

第29条 施行者は、開発区域内の汚水を河川に放流するときは、当該河川の水質の保全に十分配慮するものとする。 

 

第6節 消防水利 

（消防水利の設置） 

第30条 開発区域内の消防水利は、消火栓又は防火水槽とし、防火対象物から直近の消防水利に至る距離が、開発区域

が近隣商業地域、商業地域、工業地域又は工業専用地域に存する場合は100メートル以下、その他の地域に存する場

合は120メートル以下となるよう設置するものとする。 

2 前項の規定により消防水利を設置する場合は、必要となる消防水利の総数のうち、当該総数を5で除して得られる

数（小数点以下は切り捨てる。）は防火水槽とし、その他は消火栓とするものとする。 

（消防水利に係る負担） 

第31条 施行者は、開発事業により設置した消防水利を、本市に無償で引き継ぐものとする。 
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第7節 公益施設等 

（公益施設用地の確保） 

第32条 施行者は、本市において開発区域内に公益施設を設置する計画があるときは、当該計画に必要な土地を確保す

るよう努めるものとする。 

（集会施設用地に係る負担） 

第33条 施行者は、集会施設用地について、次に掲げる負担をするものとする。 

  集会施設用地の協議 

開発区域の面積が5ヘクタール以上であって、主として住宅を建築することを目的とする開発事業を行うときは、

集会施設の用地の確保について、本市と協議すること。 

  集会施設用地の確保 

開発区域の面積が 20 ヘクタール以上であって、主として住宅を建築することを目的とする開発事業を行うとき

は、集会施設の用地を１か所確保し、無償で、原則として本市に引き継ぐこと。 

 

 

第4章 開発事業等の手続 

（事前手続き） 

第34条 施行者は、第2条第1項アに該当する開発事業の施行に関し必要な手続きを行うときは、あらかじめ本市の事

前審査を受けるものとする。 

2 施行者は、第2条第1項イ又はウに該当する開発事業の施行に関し必要な手続きを行うときは、あらかじめ本市と

事前協議を行うものとする。 

（公共施設管理者との協議） 

第35条 施行者は、開発事業により設置し、又は確保する公共公益施設等の整備、引継ぎ等について、あらかじめこれ

らの施設等を管理することとなる者（以下「管理者」という。）と協議するものとする。 

2 施行者は、前項の協議に基づいて、管理者と協定書又は協議書を取り交わすものとする。 

（開発事業の事前公開） 

第36条 施行者は、開発事業を行うときは、原則として、当該開発事業の計画の概要を次に掲げる方法により開発区域

周辺の住民等に事前に公開するものとする。 

  事前審査終了後、速やかに開発事業計画の概要を記載した表示板を開発区域周辺の住民が容易に確認できる場所

に設置し、当該住民からの申し出があったときは、当該計画の概要を当該住民に説明すること。 

  開発許可申請等の前に、開発事業計画の概要について、開発区域に隣接する土地の所有者及び居住者に説明する

こと。 

2 施行者は、前項の規定により開発事業計画の概要を公開したときは、その内容について本市に報告するものとする。

ただし、施行者が法第34条の2に規定する国又は都道府県等にあってはこの限りでない。 

（予備審査・建築申出） 

第 37 条 市街化調整区域において開発行為及び建築行為の施行に関し必要な手続を行う場合は、当該施設の立地につい
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て、あらかじめ本市の審査を受けるものとする。 

2 市街化区域において開発行為及び建築行為の施行に関し必要な手続きを行う場合は、当該開発行為及び建築行為に

係る開発許可の要否について、あらかじめ本市の審査を受けるものとする。 

第38条 開発行為等のうち法第29条第1項第3号に該当する行為(公共施設を構成する建築物の建築の用に供する目的

のものを除く。)の施行に関し必要な手続を行う場合は、あらかじめ本市と協議を行うものとする。 

 

第5章 雑則 

（委任） 

第39条 この要綱の施行に関し必要な事項は、都市局長が定める。 

 

附 則 

（施行日） 

1 この要綱は、平成11年8月1日（以下「施行日」という。）から施行する。 

（適用事業） 

2 この要綱による改正後の札幌市宅地開発要綱の規定は、施行日以後に開発許可申請等を行う開発事業から適用し、

同日前に開発許可申請等を行った開発事業については、なお従前の例による。 

附 則 

（施行日） 

1 この要綱は、平成19年11月30日（以下「施行日」という。）から施行する。 

（経過措置） 

2 この要綱の施行日前に開発許可を受けた開発事業において改正前の要綱第34条の規定により確保することとされた

公共公益施設引当地については、なお従前の例による。ただし、当該開発区域及びその周辺の公共公益施設の整備状

況等を勘案し、施行日以後の本市との協議により確保しないこととなった場合は、この限りでない。 

附 則 

（施行日） 

1 この要綱は、平成23年8月1日（以下「施行日」という。）から施行する。 

（適用事業） 

2 この要綱による改正後の札幌市宅地開発要綱の規定は、施行日以後に開発許可申請等を行う開発事業から適用し、

同日前に開発許可申請等を行った開発事業については、なお従前の例による。 

附 則 

（施行日） 

1 この要綱は、平成29年4月1日（以下「施行日」という。）から施行する。 
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○ 開発行為の工事写真撮影要領 

 

1 工事写真撮影の目的 

工事写真（電子媒体によるものを含む。）は、施工管理の一環として、各工事の施行段階及び工事完成後、明視で

きない箇所の施工状況、出来形寸法、品質管理状況、工事中の防災処置等を撮影する。 

2 撮影基準 

下表のとおり 

3 注意事項 

  写真の大きさは、サービス版を標準とし、必要に応じてつなぎ写真又はパノラマ写真とする。 

  写真は、撮影後直ちに現像・焼付けし確認すること。 

  各写真については、照合・記号及び説明事項を写真台紙に記入する（必要に応じて説明図を添付する。）。 

  写された写真の目的を明確にするため、工事名・工種・撮影月日・位置・設計寸法・実測寸法・略図を記入した

小黒板（65×50㎝）を写しこむものとする。 

  写真帳は、工事完了届出書と同時に提出すること。 

 

 撮 影 基 準 表 

工 種 撮 影 種 目 撮 影 基 準 

工 事 全 景 工事着工前及び工事完成状況 開発区域の全景を確認できる程度 

準 備 工 

各種許可標識 
交通規制状況 

標識設置状況 
工事中の安全管理等の状況 

 

伐開、伐根 工事施行中の状況 2,000㎡ごと(伐開前後対照できるように) 

土 工 

運搬捨土 捨土の運搬、均し状況 2,000  ごと 

切 土 
盛 土 

工事施行中の状況 
段切、巻出し厚、転圧状況等 

作業準備、のり面状況等代表時期に 

2,000  ごと 

路 盤 工 

路 床 
転圧機械を含めた施工状況、仕上り状
況、出来形管理 

路線ごと、かつ、100ｍごと 

 

下層路盤 
凍上抑制層 

敷均し、転圧状況 
出来形管理 

施工状況は路線ごと、かつ、延長500ｍごと 

出来形は路線ごと、かつ、延長100ｍごと 

舗 装 工 
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 

合材温度（到着、敷均し） 
敷均し、転圧状況 

路線ごと、かつ、100ｍごと 

 

 

 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ、ﾀｯｸｺｰﾄ 乳剤、養生砂散布施工状況 

縁 石 工  

材料（製品の寸法形状、製造メーカー、 
製造年月日等） 
基礎砕石、基礎コンクリート 
施工状況、出来形管理 

代表的なもの 

 

100ｍごと、完了後の全景 

 

排 水 工 

雨水桝、溜桝等 

材料（製品の寸法形状、製造メーカー、 
製造年月日等） 
基礎砕石、基礎コンクリート 
施工状況、出来形管理 

代表的なもの 

 

10箇所ごと、完了後の全景 

 

管渠、側溝等 

材料（製品の寸法形状、製造メーカー、 
製造年月日等） 
基礎砕石、基礎コンクリート 
施工状況、出来形管理 

代表的なもの 

 

50ｍごと、完了後の全景 
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工 種 撮 影 種 目 撮 影 基 準 

擁 壁 工 

石積工 

材料（形状、控長等） 
基礎砕石、基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ、止水ｺﾝｸﾘｰﾄ 
胴込ｺﾝｸﾘｰﾄ、裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ、裏込砕石 
水抜き穴、施工状況、出来形管理 

代表的なもの 

50ｍごと（断面変化箇所は、その都度） 

完了後の全景 

 

ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁工 

基礎砕石、基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設状況、配筋状況 
裏込砕石、水抜き穴 
施工状況、出来形管理 

50ｍごと（断面変化箇所は、その都度） 

完了後の全景 

 

 

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁工 

材料（製品の寸法形状、製造メーカー） 
基礎砕石、基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 
吸出し防止材等 
施工状況、出来形管理 

代表的なもの 

50ｍごと（断面変化箇所は、その都度） 

完了後の全景 

 

その他の 
作工物 

 施工状況、出来形管理 
 

ﾌﾟﾚｲﾛｯﾄ  植生・施設（遊具）等 完了後の全景 

河 川 

雨 水 貯 留 池 

下 水 道 

水 道 

防 火 貯 水 槽 

公 園 

緑 化 

残 存 樹 林 地 

・各帰属を受ける公共施設管理者又は所管課の指導により撮影すること。 

・開発指導課には、完了後の全景写真を提出すること。（各公共施設管理者又は所管

課に提出したものを検査時に参考資料として確認する場合があります。） 

※ その他の工種及び品質管理写真については、「土木工事共通仕様書」（監修 札幌市財政局工事管理室）及び「工

事写真の手引き」（監修 北海道建設部）を参考に撮影すること。 
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